
筑西市あけの元気館利用料金改定について

令和元年第3回市議会定例会(9月議会）において、 公共施設使用料の適正化を図るための条例改正議案が

可決され、 令和2年4月1日から市内公共施設の使用料が変わります。

それに伴い、 当館の利用料金においても下記の通り改定いたしますので、 お知らせいたします。

なお、 改定前にご購入された「回数券」および「会員券」につきましては、 改定後もそのままご利用いただ

けます。 （※会員券は有効期間満了日まで）

令和2年4月1日から改定後の利用料金が適用となります

1. 1回当たりの利用料金の額

利用者の区分

現行
利用料金の額 利用料金の額

個人利用の場合 I 
団体 (20人以上）

利用の場合
7 0 0 円 6 0 0 円

6 0 0 円 5 0 0 円

3 0 0 円 250 円

3 0 0 円 250 円

無料 無料
無料 無料

個人利用の場合

大人（中学生以上の方。以下同じ。）

高齢者（満65歳以上の方。以下同じ。）

小人（満3歳から小学生までの方。以下同じ。）

障害者（大人）
障害者（小人）
幼児(3歳未満の者をいう。）

750円

650円

3 0 0 円

3 0 0 円

無料
無料

団体(2 0人以上）
利用の場合

650円

550円

2 5 0円

2 5 0円

無料
無料

2．回数券(1セット当たり1 1枚）による利用料金の額

利用者の区分
現行

利用料金の額 利用料金の額

大人
高齢者
小人
障害者（大人）

円

円

円

円

0

0

 0
 
0
 

0

0

 0
 
0
 

0

0

 0
 
0
 

9

9

9

7

6

3

5

 

7, 5 0 0円

6, 5 0 0円

3, 0 0 0 円

3, 0 0 0 円

3．会員券による利用料金の額

会員利用者の区分
現行

利用料金の額 利用料金の額

会員券の種別 I 利用者の区分 市内居住者 市外居住者 市内居住者 市外居住者

大人 36, 000 円 50, 000 円 38, 000 円 57, 000 円

高齢者 30, 000 円 42, 000 円 31, 000 円 46, 500 円

小人 1 5, 0 0 0 円 21, 000 円 16, 000 円 24, 000 円

年間会員券 I 

1障害者（大人） 1 5, 0 0 0 円 21, 000 円 16, 000 円 24, 000 円

ファミリ ー 72, 000 円 100, 000 円 75, 000 円 112, 500 円

法人 200, 000 円 210, 000 円

大人 19, 000 円 28, 000 円 20, 000 円 30, 000 円

高齢者 16, 000 円 23, 500 円 17, 000 円 25, 500 円

半年会員券 1小人 8, 5 0 0 円 12, 500 円 9, 0 0 0 円 13, 500 円

障害者（大人） 8, 5 0 0 円 1 2, 5 0 0 円 9, 0 0 0 円 13, 500 円

ファミリ ー 38, 000 円 56, 000 円 40, 000 円 60, 000 円

大人 10, 000 円 15, 000 円 10, 500 円 15, 750 円

裔齢者 8, 5 0 0 円 12, 700 円 9, 0 0 0 円 13, 500 円

3 ヶ月会員券 l小人 4, 5 0 0 円 6, 7 0 0 円 4, 7 0 0 円 7, 0 5 0 円

障害者（大人） 4, 5 0 0 円 6, 7 0 0 円 4, 7 0 0 円 7, 0 5 0 円

ファミリ ー 20, 000 円 30, 000 円 21, 000 円 31, 500 円


